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建物等調査積算

（平成３０年７月～平成３０年１１月）

道路等実施設計

（平成３０年４月～平成３１年３月）

建物等移転補償（26 棟）

（平成３０年４月～平成３１年３月）

雨水浸透トレンチ工事（140ｍ）

（平成３０年９月～平成３１年３月）

雨水管布設工事（393ｍ）

（平成３０年５月～平成３１年３月）

上水道管布設工事（697ｍ）

（平成３０年７月～平成３１年３月）

汚水管布設工事（518ｍ）

（平成３０年５月～平成３１年３月）

都市ガス管布設工事（1512ｍ）

（平成３０年５月～平成３１年３月）

区画道路築造工事（594ｍ）

（平成３０年５月～平成３１年３月）

平成３０年度の事業予定



≪工事≫

・雨水浸透トレンチ工事・・・200ｍ

・雨水管布設工事・・・・・・724ｍ

・上水道管布設工事・・・・ 569ｍ

・汚水管布設工事・・・・・・576ｍ

・都市ガス管布設工事・・・・841ｍ

・区画道路築造工事・・・・・775ｍ

・建物等解体工事・・・・・・60.9㎡

≪補償≫

・建物等移転補償・・・・・１３件（２４棟）

・工作物補償・・・・・・・・６件

～物件移転の流れ～

移転していただく建物、工作物、動産等に

ついて、その用途、構造、数量、権利関係

等について詳しく調査いたします。

調査した結果を基に算定した建物や工作物

等の移転費用、その他必要となる補償金額

を御提示させていただきます。

調査した内容の御確認をしていただきます。

御了解をいただきますと御契約となります。

御契約後、約２～３週間程で前払金として

補償金額の約７割相当額をお支払いいたし

ます。

物件所有者様（の発注)により、移転または

撤去作業を行っていただいます。

移転または撤去していただいたことを確認

し、残金のお支払いをさせていただきます。

【 事業に関するお問合せ先 】

新座駅北口土地区画整理事務所

ＴＥＬ ０４８－４８７－８３８０

ＦＡＸ ０４８－４７７－６２５１

物件調査

御契約の締結

７割相当額

のお支払い

物件移転

残金のお支払い

～平成３０年４月１日付で新座駅北口土地区画整理事務所職員の

異動がありました～

（新任）主 任 木田 唯 （財政部資産税課から）

（新任）技師補 成井 秀樹 （新規採用）

（異動）係 長 山本 和枝 （都市整備部道路課へ）

職員１０名一丸となって事業を進めて参りますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

～所有権移転届が必要です～

新 座 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業 地 区 内 で 、 み な さ ま

が 所 有 し て い る 土 地 等 に つ い て 、売 買 、相 続 等 に よ

り 所 有 権 移 転 の 登 記 が さ れ た 場 合 に は 、施 行 者（新

座 市 ） に 申 し 出 て く だ さ い 。 新 旧 両 土 地 所 有 者 が 連

署 し て 所 有 権 移 転 届 を 当 事 務 所 に 提 出 す る 必 要 が あ

り ま す 。

ま た 、転 出・転 居 に つ い て も 連 絡 を お 願 い し ま す 。

※ 施 行 地 区 内 の 宅 地 に つ い て は 、減 歩 、清 算 金 の

徴 収 ・ 交 付 に 関 す る 義 務 が 付 随 し て き ま す の で 、

予 め 当 事 務 所 へ お 尋 ね に な る な ど 、 十 分 ご 注 意 く

だ さ い 。

～建物等の移転時期について～
通常、物件移転をお願いする前年度に、移転対象と

なっている建物等の物件調査をさせていただき、おお

よそその翌年度に補償金を御提示し、その後移転をし

ていただく流れとなります。（下記図参照）

移転対象となる方々の交渉の進み具合や移転先のイ

ンフラ・道路の整備状況によって、移転の時期等にず

れが生じるため、個々のお宅に移転時期の明確な御案

内は行っておりません。

ご不明な点は下記窓口までお問い合わせください。

御理解の程よろしくお願いいたします。

平成２９年度は、このような事業を行いました！

■ 区８－７、８－８、８－９号線 道路築造等工事

施工状況写真

補償金の御提示

物件調書の確認

大和田小学校↓


